
事業所の開設に関する事前相談の前に、知多北部広域連合が 

定めている基準を条例等にて必ず確認してください。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サービス区分 参考条例等 

地域密着型サービス 

知多北部広域連合指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

知多北部広域連合指定地域密着型サービス事業者等の指

定等に関する規則 

居宅介護支援 

知多北部広域連合指定居宅介護支援及び基準該当居宅介

護支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例 

知多北部広域連合指定地域密着型サービス事業者等の指

定等に関する規則 

介護予防支援 

知多北部広域連合指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

知多北部広域連合指定介護予防支援事業者の指定等に関

する規則 

介護予防・日常生活支援 

総合事業 

知多北部広域連合介護予防・日常生活支援総合事業の実

施に関する条例 

知多北部広域連合介護予防・日常生活支援総合事業の実

施に関する条例施行規則 

▲参考ホームページはこちら 

５．事業所の指定等に関する手続きについて 

 Ａ 事業所の新規指定 

https://www.chitahokubu.or.jp/statistical-information/regulations/#careInsurance8


地域密着型サービスについては、介護保険事業計画における施設整備の供

給見込量に沿って、市町の介護保険担当課で公募を行います（地域密着型通

所介護を除く）。 

詳細は、知多北部広域連合または 

市町の介護保険担当課へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事項 内容 

１ 事前相談 

事業所を開設する市町の介護保険担当課へ連絡し、 

指定要件とスケジュール、必要書類等を確認してくださ

い。 

２ 事前協議書類の提出 

年３回開催される知多北部広域連合地域包括支援セン

ター等運営協議会の概ね２か月前までに提出してくだ

さい。 

【提出先】 

地域密着型サービス：事業所を開設する市町の 

介護保険担当課 

介護予防支援   ：知多北部広域連合 

３ 
ヒアリング 

（地域密着型サービスのみ） 
事業内容についてヒアリングします。 

４ 

知多北部広域連合地域包括

支援センター等運営協議会

への出席 

７月・１１月・３月に開催されます。 

５ 指定申請書類の提出 
指定を受ける２か月前の月の末日までに 

知多北部広域連合へ電子申請してください。 

６ 現地確認 
指定月の前月中旬に実施し、設備・備品等に関する基準

を確認します。 

７ 指定 ― 

地域密着型サービス  

▲参考ホームページはこちら 

介護予防支援  

https://www.chitahokubu.or.jp/statistical-information/management-plan/


地域密着型サービスとは指定までのスケジュールが異なります。 

指定可能な時期がずれる場合がありますので、時期に余裕をもって 

ご申請ください。 

※事業所の所在地が知多北部広域連合管外の場合は、 

介護予防・日常生活支援総合事業の指定を行っておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 事項 内容 

１ 事前相談 

知多北部広域連合へ連絡し、 

指定要件とスケジュール、必要書類等を確認してくださ

い。 

２ 指定申請書類の提出 
指定を受ける２か月前の月の末日までに 

知多北部広域連合へ電子申請してください。 

３ ヒアリング 事業内容についてヒアリングします。 

４ 現地確認 
指定月の前月中旬に実施し、設備・備品等に関する基準

を確認します。 

５ 指定 ― 

居宅介護支援  

介護予防・日常生活支援総合事業  

 

例 

事
前
相
談 

書
類
提
出 

ヒ
ア
リ
ン
グ 

現
地
確
認 

８
月 

７
月 

６
月 

５
月 中～下旬 中旬 

指
定 

８月１日開所の場合 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

更新申請対象事業所をＨＰに掲載します。 

サービス種別に応じて、期限内に更新申請書類の提出を 

お願いします。 

なお、対象事業所は、更新対象事業所としてホームページにて 

案内しますのでご確認ください。 

 ＵＲＬ：https://www.chitahokubu.or.jp/for-organization/for-organization-info/ 

 

 

 

 

  新規指定と同様に、地域包括支援センター等運営協議会で協議する必要がありますので、 

  指定更新に時間を要します。早めの準備をお願いします。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）有効期限満了日：令和８年１１月３０日の事業所 

 ➡令和８年の７月開催の運営協議会で協議するため、令和８年５月１月～末日まで 

に更新申請を行ってください。  

指定有効期限の満了

する日の属する月 
４月～７月 ８～１１月 １２月～翌３月 

運営協議会 ３月開催分 ７月開催分 １１月開催分 

更新の 

申請期限 
１月中 ５月中 ９月中 

指定更新通知 

発送 
３月下旬 ７月下旬 １１月下旬 

介護サービス事業所は６年ごとに指定の更新を受けなければ、 

指定の効力を失うため、その都度申請が必要となります。 

今年度より更新時期を明確化し、計画的に書類を作成いただくため、サー

ビス種別ごとで申請時期を以下のとおりといたします。 

地域密着型サービス 

Ｂ 事業所の指定更新 

https://www.chitahokubu.or.jp/for-organization/for-organization-info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  例）有効期限満了日：令和８年１１月３０日の事業所 

  ➡令和８年１０月１日～末日までに更新申請を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

更新の 

申請期限 

指定有効期限の満了する日の翌日

が属する日の前々月 

指定更新通知発送 
指定有効期限の 

満了する月（下旬頃） 

居宅介護支援、介護予防支援  

 指定の更新を受けるためには、指定基準等を満たした上で、 

有効期間満了日までに事業の再開の手続きを行う必要があります。 

 再開及び更新の手続きを行わなければ、有効期間満了後、指定の効力が失われ、

介護報酬の請求が出来なくなります。 

指定効力失効後、事業を再開する場合は、改めて新規指定を受ける必要が 

あります。 

休止中の事業所について 

！ 

介護予防・日常生活支援総合事業  



  
 

 

 

 

 

 

（１）届出期限及び必要書類 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）届出方法 

  事前連絡した上で、以下の書類を電子申請してください。 
   ※ 廃止・休止にあたっては、利用者の他の事業所への引継ぎ状況を必ず確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 届出期限 必要書類 

廃止 廃止の日の１か月前まで □ 廃止・休止届出書 

□ 誓約書 

□ 利用者の引継ぎ状況がわかるもの 

□ その他必要と認めるもの 休止 休止の日の１か月前まで 

再開 
再開後１０日以内 

※再開前にご一報ください。 

□ 再開届出書 

□ その他必要と認めるもの 

指定を受けた事業所は、事業を廃止、休止及び再開するときは、 

期日までに知多北部広域連合に電子申請しなければなりません。 

 休止の期間は原則６か月です。 

 期間内に再開が見込まれない場合は、 

①再度、休止届を提出 ②廃止届を提出 

のいずれかを行ってください。 

休止について 

Ｃ 事業所の廃止、休止及び再開 

！ 


